
 

 

おめでとう正解です 
 

 
 

 

問題 
 

N09.  「足袋の日」として制定されているのは、次のうちどの日で

しょう？ 

 

ア. 10 月 8 日  イ. 2 月 2 日  ウ. 5 月 3 日   

 

正解 ア 
 

 「足袋の日」は、1988年に日本足袋工業会によって制定された記念日です。和装の

機会が増える秋の 10月に、縁起の良い「末広がり」の数字である 8日を組み合わせ

て、10月 8日が選ばれました。 

ちなみに、5月 3日は「行田市の市政施行日」であり、足袋の日とは別の記念日です。

足袋文化を広めるための象徴的な日として、10月 8日は全国の足袋ファンにとって特

別な日となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.sousou.co.jp/ichigoichie/item_228175.html 

SOU・SOUホームページより 

 
 

https://www.sousou.co.jp/ichigoichie/item_228175.html

